自動捕捉式はかりの使用制限の開始（検定の実施）に関する説明会
平成29年の計量法施行令及び計量法関係手数料例の一部を改正する政令にともない、
「自動はかり」が検定の対象となり、令和6年（2024年）4月1日より新たに使用する
自動捕捉式はかりの使用の制限が開始され、令和9年（2027年）4月1日より既使用の
自動捕捉式はかりの使用の制限が始まります。
　自動捕捉式はかりを使用している事業者に対して、これらの制度に対し理解していただ
くための説明会が行われています。オンラインによる参加が可能ですので、生産管理部門・
品質管理部門・計量部門の担当者は様、及び関係会社等の皆様は、この機会に是非ご参加・
ご視聴ください。


主催者：経済産業省　イノベーション・環境局　計量行政室
事務局：株式会社矢野経済研究所
開催日：1月15日（水）14～16時
　　　　1月16日（木）14～16時
　　　　1月21日（火）14～16時


視聴には、登録が必要です。開催時間までに、下記URLより登録してください。
https://www.yano.co.jp/announce/202412a.html


説明会は、終了いたしました。
